
　

平
成
17
年
４
月
か
ら
医
師
不
足
に
よ
り

休
止
し
て
い
た
庄
原
赤
十
字
病
院
の
産
科

が
、
本
年
４
月
か
ら
13
年
ぶ
り
に
再
開
さ

れ
る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
広
島
県
内
で
は
、
５
市
６
町
に

お
い
て
分
娩
で
き
る
医
療
機
関
が
な
い
状

況
で
す
が
、
い
っ
た
ん
分
娩
で
き
る
環
境

が
な
く
な
っ
た
市
・
町
で
の
産
科
再
開
実

現
は
県
内
初
の
快
挙
と
な
り
ま
す
。

　

庄
原
赤
十
字
病
院
の
常
勤
の
産
婦
人
科

医
師
が
不
在
に
な
っ
た
平
成
17
年
４
月
以

降
、
同
病
院
で
は
非
常
勤
の
派
遣
医
師
に

よ
る
外
来
診
療
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

昨
年
７
月
か
ら
は
常
勤
の
産
婦
人
科
医
師

１
人
が
赴
任
し
、
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ

た
手
術
や
入
院
の
対
応
を
行
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
25
年
９
月
に
、
県
周
産
期
医
療
協

議
会
に
お
い
て
備
北
圏
域
（
三
次
市
・
庄

原
市
）
の
分
娩
取
り
扱
い
確
保
の
方
向
性

が
出
さ
れ
て
以
降
、
市
は
広
島
県
と
連
携

し
て
、
広
島
大
学
、
三
次
市
、
市
立
三
次

中
央
病
院
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
へ

継
続
的
な
支
援
要
請
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
現
段
階
で
は
、
４
月
か
ら
の
庄
原
赤
十

字
病
院
の
産
婦
人
科
医
師
の
体
制
や
詳
細

な
分
娩
の
受
け
入
れ
時
期
な
ど
の
予
定
に

つ
い
て
は
未
定
で
す
が
、
正
式
な
内
容
が

決
ま
り
ま
し
た
ら
、
改
め
て
市
民
の
皆
さ

ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

産
科
再
開
の
見
通
し
と
な
っ
た
こ
と
に

併
せ
、
市
で
は
、
今
後
の
小
児
科
診
療
所
・

病
児
病
後
児
保
育
施
設
の
開
設
な
ど
、
安

心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
庄
原

市
の
実
現
に
向
け
て
、
引
き
続
き
取
り
組

み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

庄
原
赤
十
字
病
院
で

産
科
再
開
へ

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
５

平
成
17
年
４
月
庄
原
赤
十
字
病
院
が
産
科
を
休
止

平
成
20
年
４
月
庄
原
赤
十
字
病
院
の
婦
人
科
外
来
維
持
支
援
事
業
補
助
金
開
始

平
成
21
年
６
月
「
庄
原
市
の
地
域
医
療
を
考
え
る
会
」設
立

平
成
25
年
９
月
平
成
25
年
第
１
回
広
島
県
周
産
期
医
療
協
議
会

（
備
北
圏
域
を
第
１
優
先
と
し
、三
次
市
と
庄
原
市
の
両
市
に
お
け
る
一
体
的
な
分

娩
体
制
を
目
指
す
こ
と
を
確
認
）

平
成
28
年
度
～
産
科
医
療
再
開
準
備
経
費
補
助
金
１
７
０
０
万
円
を
活
用
し
、婦
人
科
の
常
勤
化
に

向
け
た
医
療
機
器
を
整
備（
平
成
29
年
度
当
初
予
算
で
は
３
６
０
０
万
円
計
上
）

平
成
29
年
１
月
「
庄
原
市
こ
ど
も
未
来
広
場
」関
連
予
算
が
議
決

平
成
29
年
７
月
庄
原
赤
十
字
病
院
婦
人
科
の
常
勤
医
師
確
保

平
成
30
年
１
月
平
成
30
年
４
月
か
ら
庄
原
赤
十
字
病
院
が
分
娩
取
り
扱
い
を
再
開
で
き
る
見
通
し

で
あ
る
こ
と
を
発
表

庄
原
市
の
産
科
医
療
を
取
り
巻
く
主
な
経
過

肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種
は

お
済
み
で
す
か
？

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
５

　

平
成
29
年
度
に
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種

の
助
成
が
受
け
ら
れ
る
方
は
、
下
記
の
対

象
年
齢
に
該
当
し
、
３
月
31
日
ま
で
に
ワ

ク
チ
ン
を
接
種
す
る
方
で
す
。

　

こ
の
期
間
を
過
ぎ
て
も
予
防
接
種
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
接
種
料
金
は

全
額
自
己
負
担（
お
お
む
ね
８
千
円
程
度
）

と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

《
対
象
者
》

○
平
成
29
年
度
に
65
・
70
・
75
・
80
・

85
・
90
・
95
・
１
０
０
歳
に
な
る
方
（
右

下
の
表
に
当
て
は
ま
る
方
）

○
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、
じ
ん

臓
な
ど
の
機
能
に
障
害
が
あ
り
、
日
常
生

活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
方

※
過
去
に
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
方
は
対
象
外
で
す
。

※
誕
生
日
を
迎
え
る
前
で
も
接
種
が
で
き

ま
す
。

《
申
請
の
注
意
点
》

　

必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請

は
保
健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興

室
・
市
民
生
活
室
（
西
城
支
所
は
し
あ
わ

せ
館
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
印
鑑

《
接
種
料
金
》

○
一
般　

３
千
円

○
市
民
税
非
課
税
世
帯　

１
５
０
０
円

○
生
活
保
護
世
帯　

０
円

※
印
鑑
と
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
、
被
保
護
者
証
明

書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

対象年齢 生年月日

65歳 昭和27（1952）年4月2日～昭和28（1953）年4月1日

70歳 昭和22（1947）年4月2日～昭和23（1948）年4月1日

75歳 昭和17（1942）年4月2日～昭和18（1943）年4月1日

80歳 昭和12（1937）年4月2日～昭和13（1938）年4月1日

85歳 昭和7（1932）年4月2日～昭和8（1933）年4月1日

90歳 昭和2（1927）年4月2日～昭和3（1928）年4月1日

95歳 大正11（1922）年4月2日～大正12（1923）年4月1日

100歳 大正6（1917）年4月2日～大正7（1918）年4月1日

要
介
護
認
定
者
の
状
況

　

要
介
護
認
定
者
数
は
、平
成
29
年

９
月
末
現
在
で
３
６
３
１
人
で
す
。

高
齢
者
人
口
か
ら
推
計
す
る
と
平
成

32
年
度
は
３
７
２
４
人
で
、横
ば
い

で
推
移
し
て
い
く
見
込
み
で
す
。

　

要
介
護
認
定
率
も
、現
状
か
ら
推

計
す
る
と
平
成
29
年
９
月
の
24
・
０

％
か
ら
32
年
度
に
は
25
・
２
％
に
上

昇
す
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。85
歳
以

上
の
人
口
が
多
く
な
る
た
め
、高
齢

者
人
口
が
減
少
し
て
も
要
介
護
認
定

者
数
は
あ
ま
り
減
少
し
な
い
見
込
み

で
す
。

第３期（平成18～20年度） 3,405円
第４期（平成21～23年度） 4,445円
第５期（平成24～26年度） 5,686円
第６期（平成27～29年度） 6,158円

平成27年度 58億2,000万円
平成28年度 57億2,000万円

平成29年度（見込み） 57億4,000万円
合計 172億8,000万円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度
総人口（①） 37,742 37,065 36,395 35,367 34,823 34,279 31,585
内65歳以上の方（②） 15,162 15,179 15,113 14,903 14,848 14,793 13,932
高齢化率（②÷①） 40.2 41.0 41.5 42.1 42.6 43.2 44.1
内85歳以上の方（③） 3,710 3,841 3,874 3,962 4,052 4,143 3,973
85歳以上の方の割合（③÷①） 9.8 10.4 10.6 11.2 11.6 12.1 12.6
要介護（支援）認定者数（④） 3,808 3,864 3,592 3,593 3,630 3,671 3,607
要介護（支援）認定率（④÷②） 25.1 25.5 23.8 24.1 24.4 24.8 25.9

高齢者福祉課介護保険係　☎ 0824-73-1167

庄原市の介護保険の状況
vol.1

※要介護（支援）認定者数について、平成27～29年度までは各年度９月月報数値、平成30年度以降は国の見える化システムにより推計。
※その他数値は、平成29年度までは各年度９月末住民基本台帳人口、平成30年度以降は庄原市推計。

【表１】庄原市の人口などの推移

【表３】介護保険料
（第１号被保険者【65歳以上】の基準月額）

【表２】第６期計画期間中の
介護保険サービス給付費

（単位：人、％）

市
12.5％

23％ ÷ 庄原市の65歳以上の人数

介護保険の運営に必要な財源の内訳

介護保険料基準額

国・県
37.5％ 65歳以上の方

23.0％

40～64歳の方
27.0％

公費
50％

保険料
50％

を
、
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
で
ま

か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

負
担
割
合
の
増
加
や
65
歳
以
上
の

方
の
減
少
に
よ
り
、
介
護
保
険
料
の

引
き
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
現
在
、
平

成
30
～
32
年
度
ま
で

の
３
年
間
を
計
画
期

間
と
す
る
「
第
７
期

庄
原
市
高
齢
者
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事

業
計
画
」
を
策
定
し

て
い
ま
す
。
こ
の
計

画
の
中
で
本
市
の
高

齢
者
福
祉
や
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
方
向

性
を
定
め
る
と
と
も

に
、
サ
ー
ビ
ス
に
必

要
な
費
用
の
見
込
み

を
立
て
、
計
画
期
間

内
の
介
護
保
険
料
を

定
め
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
の

運
用
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
制
度

へ
の
関
心
・
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
今
月
号
か
ら
シ

リ
ー
ズ
連
載
し
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

高
齢
者
の
状
況

　

本
市
の
高
齢
化
率
（
総
人
口
に

占
め
る
65
歳
以
上
の
方
の
割
合
）

は
、
平
成
29
年
９
月
末
現
在
で
41
・

５
％
で
す
。
高
齢
者
数
は
平
成
28

年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
市
全
体
の
人
口
も
減
少
し
て

お
り
、
３
年
後
の
平
成
32
年
度
の

高
齢
化
率
は
43
・
２
％
、
団
塊
の

世
代
が
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）

に
な
る
８
年
後
の
平
成
37
年
度

（
２
０
２
５
年
度
）
に
は
44
・１
％
と
、

お
お
む
ね
市
民
の
２
人
に
１
人
が
高

齢
者
と
な
る
見
込
み
で
す
。さ
ら
に
、

要
介
護
状
態
に
な
る
率
の
高
い
85

歳
以
上
の
方
の
割
合
は
増
え
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

要
介
護
認
定
者
の
状
況

　

65
歳
以
上
の
要
介
護
（
支
援
）

認
定
者
数
は
平
成
29
年
９
月
末
現

在
で
３
５
９
２
人
で
す
。
高
齢
者

人
口
か
ら
推
計
す
る
と
平
成
32
年

度
は
３
６
７
１
人
で
、
微
増
す
る

見
込
み
で
す
。

　

要
介
護
（
支
援
）
認
定
率
も
、

現
状
か
ら
推
計
す
る
と
平
成
29
年

９
月
の
23
・
８
％
か
ら
32
年
度
に

は
24
・
８
％
に
上
昇
す
る
と
予
測

さ
れ
ま
す
。
85
歳
以
上
の
人
口
が

多
く
な
る
た
め
、
高
齢
者
人
口
が

減
少
し
て
も
要
介
護
認
定
者
数
は

減
少
し
な
い
見
込
み
で
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
状
況

　

第
６
期
計
画
（
平
成
27
～
29
年
度
）

期
間
中
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
費
用
は【
表
２
】の
と
お
り
で
す
。

現
在
ま
で
の
介
護
保
険
料

　

平
成
18
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料

の
基
準
額
は
【
表
３
】
の
と
お
り
で

す
。

第
７
期
計
画
で
の
65
歳
以
上
の
　

方
の
保
険
料
の
決
め
方

　

被
保
険
者
の
負
担
に
つ
い
て
は
、

国
が
、
国
全
体
の
人
口
構
成
か
ら
割

合
を
決
定
し
、
介
護
保
険
の
運
営
に

必
要
な
財
源
の
23
％（
現
在
は
22
％
）

シリーズ介護保険
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